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件   名                                 頁 

 

１ 元受理番号３ 

命を守る熱中症対策の強化を求める陳情・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

２ 元受理番号１５ 

医療的ケア児や重症心身障害児とその家族に対する日常生活支援 

  サービスの向上を求める陳情 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６ 

３ ２受理番号２ 

ケアプランの有料化は行わないことを国に求める意見書の提出を 

  求める陳情 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０ 

４ ３受理番号１２ 

   介護保険料負担を減らす「介護保険料負担軽減給付金」制度の創設と 

  介護従事者の待遇改善を求める陳情 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２ 

 

 

 

 

 

 

 

（福 祉 部） 



エアコン購入

費補助金件  

名 

元受理番号３ 

命を守る熱中症対策の強化を求める陳情 

所属部課 福祉部福祉管理課、足立福祉事務所生活保護指導課、環境部環境政策課 

陳情の要旨 

１ エアコンが設置されていない６５歳以上の一人暮らし、高齢者世帯、身

体障がい者、生活保護世帯、就学前の子どもがいる家族に購入設置費用の

助成をしてください。 

２ エアコンが設置されていても耐用年数を超え、故障して動かない等、買

い替えが必要な場合、購入設置費用を助成してください。 

３ 高齢者、障がい者、低所得者にエアコンの電気代の補助をする夏季手当

の支給をしてください。 

陳情者等 請願文書表のとおり 

内容及び経過 

１ 熱中症の患者数について 

平成３０年から令和３年の熱中症による救急搬送者及び２３区の熱中症

死亡者数については別紙１のとおり。 

足立区の令和３年度の熱中症死亡者数は、令和２年度比で△１６人と大

きく減少している。減少傾向は全国で見ても同様で、環境省は、「令和３年

の熱中症による死亡者数は 701 人（概数）であり、1,000 人以下となった。

要因の一つとして、８月中旬は西日本から北日本の広い範囲で曇りや雨の

日が多く気温が低かったことも考えられる」としている（環境省「熱中症

対策行動計画 令和４年４月１３日熱中症対策推進会議決定」より）。 

２ 足立区の取組み 

エアコン購入・設置に伴う費用について、以下のとおり、補助および貸 

付等を実施した。 

（１）高齢者のみの世帯 

ア エアコン購入費補助

令和３年度から「気候変動適応対策エアコン購入費補助金」制度を

開始し、令和４年度も継続実施（環境部で実施） 

（ア） 対象者（次のすべてにあてはまる方）

令和４年度以降

・ 区内在住の６５歳以上のみの世帯の方又は、６５歳以上の方

と障がい者のみで構成される世帯の方 

・ 住宅内にエアコンが１台もない方、または冷房機能が使用で

きるエアコンが 1台もない方 

・ 世帯全員が都区民税非課税世帯である世帯

（イ）補助内容 

エアコン購入・設置にかかった費用（販売店の延長保証料は除く） 

（ウ）補助上限額 

７０，０００円（１世帯１台限り） 
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（エ）申請方法および手順 

・ 申請者申出により、調査員が自宅訪問、エアコン未設置を確認

・ 申請者がエアコンを購入・設置

・ 申請者が申請書類を区へ提出、区から補助決定を通知

・ 区が指定口座へ補助金を振り込み

（オ）受付期間 

令和４年４月１日から令和５年２月２８日 

※ 令和４年度の当初想定件数は２４０件

（カ）支給実績 

令和３年度 

合計 
内訳 

（一般世帯） 
内訳（生活 
保護世帯） 

支給実績件数 464件 202件 262件 

支給金額 31,894,000円 13,900,000円 17,994,000円 

（２）高齢者以外の世帯 

応急小口資金貸付制度について、エアコン等購入費として利用しやす

い制度とするため、令和元年８月から一部改正した。 

ア 応急小口資金の貸付内容

（ア）貸付額 

１５万円まで（無利子） 

（イ）貸付審査 

貸付条件・収入状況及び提出書類などの審査が必要 

（ウ）返済方法等 

返済は貸付日の翌々月から２０か月以内の分割返済 

（エ）連帯保証人（改正） 

令和元年８月２０日から、貸付金額１０万円以下のエアコン等購 

入費の貸付については、連帯保証人の要件を除く内容に改正した。 

（３）生活保護世帯 

ア 平成３０年４月から、生活保護開始時や転居時に福祉事務所が必要

と判断した場合は、一時扶助の家具什器費としての購入費（上限 

５８，０００円）と設置費を認めている。 

なお、生活保護法で、夏季手当の制度は整備されていないが、夏季

加算の新設を実施要領の改正意見として都に提出した。 

イ 環境部が実施している（１）ア「気候変動適応対策エアコン購入費

補助金」制度について、令和４年度以降も引き続き担当のケースワー

カーが事業説明、未設置状況の確認、補助金申請等の手続きのサポー

トを行い、設置へとつなげている。 

ウ 上記のア、イに該当しない受給者に対しては生活扶助費から捻出す

るまたは臨時給付金を活用する等、助言している。 
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問題点等 
エアコンが必要な時期までに、一人でも多くの方が設置できるよう、適

切な周知を行いながら進める必要がある。 
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１　熱中症による救急搬送人員数(５月から９月)　

（人）

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年

全国 95,137 71,317 64,869 47,877

東京都 7,843 6,046 5,838 3,446

２　区別熱中症死亡者数（5月から9月）【速報値】

（人）

特別区 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年

千代田 1 1 0 0

中央 3 0 0 1

港 0 2 3 1

新宿 7 4 6 0

文京 5 3 6 1

台東 2 4 6 1

墨田 3 2 8 2

江東 5 6 8 1

品川 2 4 7 3

目黒 2 1 4 0

大田 7 10 21 2

世田谷 5 5 15 3

渋谷 1 2 2 1

中野 6 4 5 1

杉並 6 5 10 1

豊島 7 4 13 3

北 9 10 6 2

荒川 3 3 5 1

板橋 9 6 14 2

練馬 6 1 16 5

足立 15 9 17 1

葛飾 12 9 19 4

江戸川 8 8 8 3

計 124 103 199 39

別紙１

※総務省消防庁のホームページより引用。
令和2年のみ6月から9月の人員数。
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件  名 

元受理番号１５ 

医療的ケア児や重症心身障害児とその家族に対する日常生活支援 

サービスの向上を求める陳情 

所属部課 福祉部障がい福祉課 

陳情の要旨 

 制度の狭間にいる動ける医療的ケア児について、クオリティ・オブ・

ライフを維持するため、以下の制度創設・改善等を要望します。 

１ 重症心身障害児だけでなく知的に障がいのない、動ける医療的ケア

児をデイサービスでも受け入れられるように制度改正を要望します。 

２ レスパイト、ショートステイのできる施設を増やすか、在宅レスパ

イト時間を増やしてください。 

３ 医療的ケア児、重症心身障害児に特化した専門の窓口をつくって

ください。 

４ 日常生活用具の給付申請を身体障害者手帳がなくても医師の意見

書で申請できたり、購入後でも申請できるような制度の改善を、区か

ら都や国に要望してください。 

５ 特別児童扶養手当受給者に対する水道料金の減免措置のように、

呼吸器機能障害１級の身体障害者手帳を持っている方又は難病患者

で呼吸器機能に障害のある方のうち、在宅で常時人工呼吸器を装着

している方を対象に電気料金補助制度の創設を要望します。 

６ 災害時に必ず必要な自家用発電装置やバッテリーを呼吸器機能障

害１級の身体障害者手帳を持っている方又は難病患者で呼吸器機能

に障害のある方のうち、在宅で常時人工呼吸器を装着している方を

対象に日常生活用具の給付対象に加えるか購入費補助制度を創設し

てください。 

陳情者等  請願文書表のとおり 

内容及び経過 

１ 医療的ケア児・重症心身障がい児とは 

（１）医療的ケア児とは、医療技術の進歩等を背景に、ＮＩＣＵ（新生

児特定集中治療室）等に長期間入院した後、引き続き人工呼吸器や

胃ろう等を使用し、たんの吸引や経管栄養などの医療的ケアが必

要な児童のこと。 

（２）重症心身障がい児とは、重度の知的障がいと重度の肢体不自由が

重複している障がい児のこと。 

２ 医療的ケア児に対する国の指針 

医療的ケア児を育てる家族の負担を軽減し、医療的ケア児の健や

かな成長を図るとともに、家族の離職を防止する目的で、令和３年６

月に「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」が可

決、同年９月に施行された。医療的ケア児を法律上で明確に定義し、

国や地方自治体が医療的ケア児の支援を行う責務を負うこと、保育

園や学校の設置者等に支援措置の責務があることが明文化された。 

３ 医療的ケア児に関する東京都の取り組み 

（１）「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」の施行

をうけ、都道府県が設置主体となっている医療的ケア児支援セン

ターについて、令和４年度中に都内２カ所に開設を予定している。 
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（２）都が設置する医療的ケア児支援センターと、区市町村の機能分担

はまだ明確になっておらず、検討課題となっている。 

４ 足立区における医療的ケア児の状況把握 

令和３年度に実施した区内医療的ケア児の実態調査により、２０

歳未満で医療的ケアを必要とする９１名の状況を把握した。 

 

〇年齢別人数と医療的ケアの状況  （令和３年４月１日の状況） 

０歳～ ５歳 ４０人  吸引 ５９人 

６歳～１１歳 ２９人  経管（経鼻・胃ろう） ５４人 

１２歳～１４歳 ６人  人工呼吸器管理 ４７人 

１５歳～１７歳 ９人  酸素吸入 ３５人 

１８歳以上 ７人  気管内挿管・気管切開 ３４人 

   （医療的ケアの状況は重複あり） 

＊ 乳児１６人、保育園等９人、小学校 7人、中学校２人、高校１人、

児童発達支援１５人、特別支援学校３４人、通所施設７人 

５ 足立区医療的ケア児ネットワーク協議会について 

医療的ケア児の支援に関する保健、医療、障がい福祉、保育、教育

等の関係者間の連絡調整、情報交換を図ることを目的として、令和元

年度に医療的ケア児ネットワーク協議会を設置した。学識経験者や

医療・教育等関係の外部委員１５名と庁内委員１２名で構成され、令

和３年度までに計６回開催した。協議内容は以下のとおり。 

（１）医療的ケア児への支援に関し、地域の課題や対応策について意見

交換や情報共有を図った。大規模水害時の避難や対策など、当事

者・関係者の意見を聴取し、区の施策につなげてきた。 

（２）医療的ケア児の相談は、必要な情報にＨＰから容易にアクセスで

き、オンラインで相談できる方がよいという意見が多かった。 

（３）保育園で医療的ケア児の受入れが始まり、学校での受入れが次の

課題となっているため、別に作業部会を設け検討している。 

６ 医療的ケア児（者）が利用する主な障害福祉サービス 

児童発達支援 

就学前の障がい児に、日常生活における基本的
な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への
適用訓練を行う 

放課後等 
デイサービス 

就学している障がい児に、授業の終了後または
休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、
社会との交流の促進等を行う 

生活介護 

常時介護を要する障がい者に、主として昼間に、

入浴、排せつまたは食事の介護、創作的活動ま
たは生産活動の機会の提供等を行う 

短期入所 

介護を行う者の疾病等その他の理由により、障
害者支援施設等に短期間入所させ、入浴、排せ
つまたは食事の介護等を行う 

在宅 
レスパイト 

重症心身障がい児（者）及び医療的ケア児の自
宅に訪問看護師が出向き、一定時間ケアを代替
する 
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７ 陳情の要旨に係る現状 

（１）医療的ケア児がデイサービスで受入れられるための制度改正に

ついて 

・ 制度上、放課後等デイサービスでの受入れは可能である。 

・ 重症心身障がい児を受け入れた際、東京都が指定した児童発

達支援事業所には運営費補助があるが、放課後等デイサービ

スは対象になっていない。 

・ 令和３年４月の報酬改定で、看護師の配置等を要件に医療的

ケア児を支援した場合の報酬が設定された。 

（２）短期入所施設等の増、在宅レスパイトの時間増について 

・ 短期入所については、都立施設・病院を中心に医療型短期入 

所事業所として医療的ケア児を受け入れている。 

・ 在宅レスパイト事業は東京都の補助事業であり、以下の都基

準に基づき実施している。 

利用時間 年間９６時間 

利用単位 １回２～４時間の範囲で３０分単位 

（３）医療的ケア児、重症心身障がい児に係る窓口の現状について 

重症心身障がい児施設の入所・通所 東京都児童相談所 

身体障害者手帳・愛の手帳を所持す
る児童の児童発達支援や短期入所 

障がい福祉課 
各援護係 

在宅重症心身障がい児（者）訪問事
業、特定疾病（難病）の医療費助成 

各保健センター 

医療的ケア児の保育に関する相談 
こども支援センター 
げんき 

（４）手帳未所持者に対する日常生活用具給付申請や事後申請について 

・ 障害者手帳の等級および障がいの状況により、日常生活用具

の給付を受けることができる。 

・ 障害者総合支援法は、その対象者となる障がい者を、障害者

手帳所持者と定義している（児童は児童福祉法で規定）。 

・ 身体障害者手帳の取得が困難な難病患者は、診断書によりサ

ービス対象とすることができる。 

（５）常時人工呼吸器装着者への電気料金補助制度の創設について 

重症心身障がい児およびその世帯が利用できる主な公共料金等

の減免は以下のとおり。 

ア 上下水道料金の免除：特別児童扶養手当を受けている世帯 

イ 区立体育館、プール使用料の免除：身体障害者手帳、 

愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳所持者と介護者１名 

ウ 都立文化施設、公園等の入園料免除：上記障害者手帳所持者と

介護者 

エ 電力会社による電気料金の補助：電力会社による減免制度は

ない。２３区で電気料金の補助をしている区はない。 
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（６）災害時の自家用発電装置等の給付又は購入費補助制度の創設に

ついて 

足立区では令和２年１０月１日より、日常生活用具給付の種目

に以下を追加した。 

  ア 種目 

種 目 給付上限額 令和３年度実績 

正弦波インバーター発電機 １２０，０００円 ２件（ １） 

ポータブル電源（蓄電池） ８０，０００円 ３２件（３０） 

シガーソケット用インバーター ４０，０００円 ０件（ ０） 

※ 上記３種目のうち１種目を選択、耐用年数はいずれも５年 

※ （ ）内は令和２年度実績数 

  イ 対象者 

（ア）身体障がい者（児）で、呼吸器機能障がいの程度が３級以上

の方、または医師の意見書等により同程度の身体障がい者（児）

と認められる方 

（イ）難病患者、または医療的ケア児等で、呼吸器機能に障がいがあ

り、医師の意見書等により、給付が必要と認められる方 
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件  名 

２受理番号２ 

ケアプランの有料化は行わないことを国に求める意見書の提出を求める

陳情 

所属部課 福祉部高齢者施策推進室介護保険課 

陳情の要旨 
ケアプランの有料化は行わないことを国に求める意見書の提出をしてく

ださい。 

陳情者等 請願文書表のとおり 

内容及び経過 

国は、令和元年１２月２７日開催の第８９回社会保障審議会介護保険部会

「介護保険制度の見直しに関する意見」を受け、第８期のケアプラン有料化

は実施せず、引き続き検討することとした。 

なお、令和４年３月２４日開催の第９２回社会保障審議会介護保険部会に

おいて、第９期介護保険制度の改正に向けた議論が始まったところである。 

 

１ ケアプランについて 

ケアプランとは、「ケアマネジャーがケアマネジメントの一環として作

成する、介護サービス等の提供についての計画」のことであり、居宅介護

（介護予防）サービス計画ともいう。 

要介護者等は、１～３割の自己負担を払うことで、ケアプランに基づく

居宅サービス等の提供を受けることができる。 

ケアマネジャーが、月１回、現在提供されているサービスが適切かを確

認するモニタリングを行っている。 
 

２ 厚生労働省社会保障審議会介護保険部会における議論内容 

（１）ケアプランの相談・作成費用は、要介護者等が積極的にサービスを利

用できるよう、制度創設時から利用者の自己負担はなしとされている。 

（２）平成２２年には、ケアプランの相談・作成費用の利用者負担について

言及され、賛否両論の議論がなされている。 

（３）令和元年１２月２７日開催の第８９回社会保障審議会介護保険部会に

おける「介護保険制度の見直しに関する意見」 

「ケアマネジメントに関する給付の在り方については、利用者やケア

マネジメントに与える影響を踏まえながら、自立支援に資する質の高

いケアマネジメントの実現や他のサービスとの均衡等幅広い観点か

ら引き続き検討を行うことが適当である。」 

なお、賛否両論あった意見は次のとおり。 

ア 見直しに慎重な立場からの意見 

・ 有料だからとサービス利用をやめてしまう人が出ないように、

今後も１０割給付を維持していくべき。 

・ 入口での利用控えが危惧される。 

・ 介護保険制度においてはケアマネジメントにより自立支援の調
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整が図られてきており、今後単身世帯の増加や年金水準の低下

も懸念される中では、相談支援でインフォーマルサービスにつ

なげることも必要となる。ケアマネジャーは保険者の代理人、

市町村の代わりを担う立場とも言え、利用者負担を求めること

になじむのか疑問。現行給付を維持することが適当。 

・ 利用者や家族の言いなりにならないか、セルフケアプランが増

加し自立につながらないケアプランとならないかなどの課題を

踏まえた上で、質の高いケアマネジメントの実現等の観点から

慎重に検討すべき。今が適切な時期か否か冷静に見極める必要

がある。また、障害者総合支援法における計画相談支援との整

合性に鑑み、利用者負担の導入は慎重に検討すべき。 

イ 見直しに積極的な立場からの意見 

・ 社会保険料の負担増により中小企業や現役世代の負担は限界に

達しており、制度の持続可能性を確保するため、見直しを確実

に実施すべき。見直しを行わない場合には、その要因と対応策

を検討するなど、見直しに向けた道筋を示すべき。 

・ 能力のある人には負担していただくことも重要であり、見直し

が必要。ケアマネジャーの処遇改善を図るのであれば財源を確

保するために利用者負担を導入すべき。 

・ 介護保険制度創設から約２０年が経ち、サービス利用も定着す

る中、他のサービスでは利用者負担があることを踏まえ見直す

べき。 

・ 現役世代の理解、利用者本位のケアプラン作成、質の高いケア

マネジメントの観点から、利用機会の確保の点には留意しつつ、

見直しを実施すべき。 
 

３ ケアプランの相談・作成費用に関する足立区の現状 

令和２年度実績  金 額    ３，２０５，１９１千円 

件 数      ２１８，７２５件 

（平均金額      １４，６５４円） 

【参考】居宅介護支援費（月額） 

要介護度 単位 単価（円） 月額（円） 

要支援１、２   ４３８ 

１１．４ 

 ４，９９３ 

要介護１、２ １，０７６ １２，２６６ 

要介護３～５ １，３９８ １５，９３７ 

※新規でケアプランを作成する際は、初回加算（３００単位）も算定 
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件  名 

３受理番号１２ 

介護保険料負担を減らす「介護保険料負担軽減給付金」制度の創設と介護従

事者の待遇改善を求める陳情 

所属部課 福祉部高齢者施策推進室高齢福祉課、介護保険課 

陳情の要旨 

１ 足立区の単独事業として、住民税非課税者に月２，０００円、その他の人に

月１，０００円の「介護保険料負担軽減給付金」支給制度の創設を求めます。 

２ 介護職員初任者研修、介護職員実務者研修などの資格取得・講習参加にあ

たり、受講中の賃金を足立区が保障する制度を実現してください。 

３ 足立区内の介護事業者が介護職員の確保・増員をはかれるよう、給与の上

乗せ策を含め待遇改善のための取り組みを行うことを求めます。 

陳情者等 請願文書表のとおり 

内容及び経
過 

１ 「介護保険料負担軽減」策 

（１）介護保険料基準額及び介護給付費 
介護保険制度は、基本的に公費（国・都・区）５０％と保険料５０％で 

成り立っている。 
介護保険料は、３年間の計画期間における被保険者数や、介護給付費等 

の見込等を基に算定している。 

≪介護保険料基準額及び介護給付費の推移≫ 

期 期間 
保険料基準額

（月額） 

介護給付費 

（各期最終年度末） 

第１期 
  Ｈ１２年度～ 
Ｈ１４年度 

３,２１７円 １９,８１４,２８１千円 

第２期 ～Ｈ１７年度 ３,２１７円 ２６,６１５,８８５千円 

第３期 ～Ｈ２０年度 ４,３８０円 ２９,４２８,１３７千円 

第４期  ～Ｈ２３年度 ４,３８０円 ３６,５０６,６７４千円 

第５期 ～Ｈ２６年度 ５,５７０円 ４４,５２７,４０３千円 

第６期 ～Ｈ２９年度 ６,１８０円 
４９,３３２,８０２千円 
(５０,６１４,９９４千円) 

第７期 ～Ｒ  ２年度 ６,５８０円 
５４，８３９，１９９千円 
(５６，１２２，７２０千円) 

第８期 ～Ｒ  ５年度 ６,７６０円 
６６,５９５,１４３千円【推計】 
(６８,７７０,７３１千円) 

※ 介護給付費の（ ）内は総合事業費を含めた額 

（２）介護保険料の上昇抑制及び軽減策 

ア 段階区分の多段階化 

第８期の所得段階を多段階化するとともに、最高段階の保険料率を引 
き上げることで、介護保険料基準額の上昇を抑制した。 

項目 第７期 第８期 

所得段階 １４段階 １７段階 

最高段階の
保険料率 

基準額の２．７倍 基準額の４．５倍 
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イ 生活困難者対策 

区独自の取り組みとして、第３・第２段階の被保険者は、所得や預貯

金などの状況に応じて、介護保険料を軽減している。 

区分 基準 

第３段階 
Ｂ階層 

単身世帯の場合 
収入が１５０万円以下、預貯金が３５０万円以下 

第３段階 
Ｃ階層 

単身世帯の場合 
収入・預貯金が共に８０万円以下 

第２段階 
Ｂ階層 

単身世帯の場合 
収入が１５０万円以下、預貯金が３５０万円以下 

 

ウ 公費投入による低所得者への軽減（平成２７年度から） 

低所得の高齢者には、公費を投入し介護保険料を軽減している。 

第１段階 ０．５ ⇒ ０．４５ 

※ 数値は、保険料基準額（第５段階）を１としたときの割合 

 

エ  介護保険料の軽減制度の対象範囲拡大 

社会保障・税一体改革による社会保障の充実を目的とした消費税率引

き上げに伴い、第１から第３段階までの被保険者に公費を投入し、令和

元年度以降、段階的に軽減の強化を図っている。 

 平成３０年度 令和元年度 令和２年度以降 

第３段階 ０．７５ ０．７２５ ０．７ 

第２段階 ０．６５ ０．５７５ ０．５ 

第１段階 ０．４５ ０．３７５ ０．３ 

※ 数値は、保険料基準額（第５段階）を１としたときの割合 

 

オ  東日本大震災に係る介護保険料の減免 

東日本大震災により被災し、区内に避難している被保険者が、一定

の要件に該当した場合に、介護保険料の減免対象としている。 

 令和２年度 令和３年度 

減免人数 １３人 １３人 

減免金額 ８９０千円 ７０８千円 

 

カ  新型コロナウイルス感染症に係る介護保険料の減免 

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収 

入が、前年に比べ３割以上の減少など、一定の要件に該当した場合 

に、介護保険料の減免対象としている。 

 令和２年度 令和３年度 

減免件数 ９８３件 ３６６件 

減免金額 ８０，８８９千円 ２５，７４０千円 

 

※ ２３区で、「介護保険料負担軽減給付金」の支給を行っている区

はない。 
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２ 介護職員研修の受講費用の助成 

介護従事者の資格取得等を支援する介護事業者に対して必要経費を助成

することにより、区内の介護従事者の人材確保・定着を図ることを目的に

実施している。 

 

 

 

 

また、研修受講中の介護職員への賃金保障については、法人及び会社が

各就業規則などにより判断している。 

 

３ 介護職員の待遇改善策 

（１）処遇改善加算 

介護職員の資質向上やキャリアアップの形成を行う労働環境を整備し

ている事業者を対象とした介護職員の賃金改善のための加算 

加算区分 

(介護職員１人あたり) 

令和元年度 

実績事業所数 

令和２年度 

実績事業所数 
加算算定要件 

加 算 Ⅰ 

月額 37,000円相当 
４２９ ４６２ 

・キャリアパス要件Ⅰ、

Ⅱ、Ⅲ及び職場環境等

要件を満たす。 

加 算 Ⅱ 
月額 27,000円相当 

 １９  ２１ 

・キャリアパス要件Ⅰ、

Ⅱ及び職場環境等要

件を満たす。 

加 算 Ⅲ 
月額 15,000円相当 

 １９  １８ 

・キャリアパス要件Ⅰま

たはⅡ及び職場環境

等要件を満たす。 

加 算 Ⅳ 
月額 13,500円相当 

  １   ０ 

・キャリアパス要件Ⅰま

たはⅡまたは職場環

境等要件を満たす。 

加 算 Ⅴ 
月額 12,000円相当 

  ０   ０ 

・キャリアパス要件Ⅰ、

Ⅱ、職場環境等要件の

いずれも満たさない。 

合計 ４６８ ５０１  

※ キャリアパス要件 

Ⅰ…職位・職責・職務内容に応じた任用要件と賃金体系の整備をする 

こと。 

Ⅱ…資質向上要件のための計画を策定して、研修の実施または研修の 

機会を設けること。 

Ⅲ…経験もしくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に 

基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること。 

※ 加算Ⅳ・Ⅴについては、上位区分の算定が進んでいることを踏まえ令和

３年度末で廃止となった。 

 

項目 助成額上限 令和２年度 令和３年度 

初任者研修（人）  ７万円 ４０人 ７３人 

実務者研修（人） １０万円 ５４人 ５９人 
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（２）特定処遇改善加算 

介護職員の確保及び定着のため、処遇改善加算を算定している事業者を対

象とした、経験及び技能のある介護職員の賃金改善を図るための加算 

加算区分 
令和元年度 

実績事業所数 

令和２年度 

実績事業所数 
加算算定要件 

加 算 Ⅰ  ７４  ８５ 

・介護福祉士の配置等要件、処

遇改善加算要件、職場環境等

要件及び見える化要件の全

てを満たす。 

加 算 Ⅱ １８５ ２４４ 

・処遇改善加算要件、職場環境

等要件及び見える化要件の

全てを満たす。 

合計 ２５９ ３２９  

※ 勤続年数１０年以上の介護福祉士に対して月額８万円の賃金改善等を行

うため事業者に支給 

 

（３）介護職員処遇改善支援補助金 

「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」（令和３年１１月１９日閣

議決定）に基づき、介護職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行

うことを前提として、収入を３％程度（月額９，０００円）引き上げるた

めの措置として実施。 

ア 対象期間 令和４年２月から９月まで 

イ 申請先  東京都 

※ 令和４年１０月以降は、「介護職員等ベースアップ等支援加算」を創設

し実施する。 

 

（４）介護職員宿舎借り上げ支援事業 

区は、介護職員の宿舎借り上げを支援することにより、働きやすい職場

環境を実現し、介護人材の確保・定着を図っている。 

東京都福祉保健財団においても同様の事業を行っており、令和４年度か

らは、対象をこれまでの福祉避難所の指定を受けている施設等に加え、地

域密着型サービスを除く、訪問系、通所系サービス事業所等を対象として

実施予定である。 

そのため、区では都の支援対象となっていない、地域密着型サービス事

業所を対象として事業を実施予定である。 

なお、申請受付は都、区ともに１１月開始予定である。 

 

≪助成実績≫ 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

足立区 ２施設  ３戸 ０施設  ０戸 ０施設  ０戸 

東京都 １２施設 ３５戸 １５施設 ６２戸 １７施設 ７９戸 

※ 都は令和２年度に１施設あたりの補助戸数を最大４戸から最大２０戸 

に拡充した。 
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